
　　すく解説します。

◆日　　　時

◆場　　　所

◆対　象　者　　

　のある方

⑵市内のボランティアや福祉等の団体で、寄付や募金の

　受け入れに強い意向がある方

　（ただし、司法書士・行政書士事務所関係者の受講はご遠慮

◆定　　　員

◆受　講　料

♦持　ち　物

◆講　　　師

◆受 付 期 間 ７月１日（火）～７月３１日（木）

司法書士による　法　律　一　日　講　座

～ゆいごん募金・ゆいごん寄付について～

　　「亡くなった後に自分の財産の一部を社会のために役立てて欲しい」と

　　でも出来、寄付は少額でも可能です。この仕組みや注意点等を分かりや

令和７年９月６日(土)午前１０時～１１時３０分

　　いう気持ちを実現するのが「ゆいごん募金・ゆいごん寄付」です。だれ

総合福祉センターもえの丘　２階　研修室

⑴市内在住または在勤の方で、寄付や募金に興味・関心

 お申込み､お問い合せは・・・社会福祉協議会

　ください）

二次元コードまたは℡25－8500 まで平日８時３０分～１７時１５分までにお願いします。

２０名（先着順）

無料

司法書士　松田弘一氏

筆記用具


